
公共社会学論争の検討
一社会学的規範理論の定立に向けて-

瀧 川 裕 貴

本論文はブラヴオイの公共社会学構想とそれが引き起こした論争を検討することを通じて、ブラヴオイ自

身の公共社会学よりも妥当な社会学的規範理論のプログラムを設定することを目的とする。ブラヴオイの公
共社会学はその硬直的な分業図式という問題を抱えており、また自らの理論それ自体の規範的基礎について
の理論的解明を欠いている。これに対してブラヴオイが批判的に継承したグールドナーの批判社会学は専門

社会学それ自体の規範的含意を問題としているが、その含意をいかにして評価するかという点に関して大き
な問題を抱えており、やはり社会学的規範理論を展開するための理論的資源とはなりえない。これらに代え
て本論文では、現代リベラリズム理論の社会理論的分析と、それとの比較対照の下で構築されうる、制度多

元主義を中心とした社会学的規範理論の研究プログラムを提唱する。

はじめに は簡明である。社会学は自らの規範的基礎、理
論の有する規範的含意を反省的に把握し、かつ
それを携えて学術サークル外に位置する公衆と
の対話に乗り出すべきだ、というのがブラヴォ
イの公共社会学の趣旨である。さて、このよう
な大まかな意味での「公共社会学の必要性」に
異を唱えるものはほとんどいないだろうし、本
論文もこれに反対するものではない。加えてい
えば、社会学の自らの規範的基礎や含意に対す
る反省的省察は歴史的にみて特に目新しいもの
ではなく、幾度かそれが流行のテーマとなる
時期さえあった。直近ではそうした営みとして
構造機能主義に対する規範的反省として登場し
たA.グールドナーの「反省社会学」３を挙げる
ことができよう（後述するようにブラヴオイの
公共社会学自体がこのグールドナーのプロジェ
クトの批判的継承という側面を色濃くもってい
る)。しかしこうした営みは単発的なもので終
わり、経済学に対する厚生経済学、実定法学に

社会学は公共的世界に対していかなるかたち
で働きかけていくことが可能か。近年の社会学
理論においてこの「公共性」の問題が中心的論
点の一つになっているということは疑いえない。
中でもアメリカ社会学大会講演上で提起された
Ｍブラヴオイの公共社会学構想が多くの反響と
論争を呼び起こしたことは記憶に新しい１．公
共社会学を巡る論争はアメリカ国内での盛り上
がりに加えて、町Ｓの特集というかたちでイギ
リスおよびヨーロッパへ拡大しており２、日本
においても公共社会学と関係したいくつかの論
考が提出されている（盛山2006,士場2006)。
これは社会学界内で「公共性」問題への関心が
世界的に高まりつつあることを示している、と
いってよい。
ブラヴオイの公共社会学構想とは何か。これ
については後に詳しく検討するがその趣旨自体
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検討の結果得られた諸論点を踏まえつつ、ブラ
ヴォイの公共社会学よりも有望な、代替的研究
プログラムを提示する。

対する法哲学に値するような、社会学理論の規
範的反省を担う持続的に活動する理論分野を生
み出すことはなかった。
では、ブラヴオイの公共社会学はこれらの先

例とは異なり、真に価値ある、持続的な研究プ
ログラムを提出しえているといえるだろうか。
この問いに対する解答は残念ながら否定的であ
る。ブラヴオイのプログラムは持続的な「公共
社会学」という研究プロジェクトを成り立たせ
るために十分なものではない。しかしわれわれ
の判断では、ブラヴオイの問題提起それ自体は
大変有意義であり、今後の研究のたたき台とし
て利用することができるはずである。というの
は、ブラヴオイの公共社会学という構想とそれ
にまつわる論争から、公共性に関わる問題を社
会学的観点から探求する際に考察すべき一群の
論点を抽出することができるからである。本論
文はかかる論点について考察することによって
ブラヴォイの公共社会学の企図を汲みつつ、よ
り有望な代替的研究プログラムを示唆すること
を目的とするものである。
第一節では、ブラヴオイの公共社会学を巡る

論争から「社会学と公共性」問題について検討
すべき三つの本質的な論点を抽出する。すなわ
ち、①公共社会学の社会学史的位置、なかんず
く批判社会学の評価の問題、②社会学的分業
図式の妥当性の問題、③社会学的規範理論の固
有性の問題、である。当然、各論点は密接に関
連しているがそれについては本論で述べる。第
二節では以上の公共社会学構想の検討を踏まえ
つつ、その源泉たるグールドナーの批判社会学
を検討する。ここではかつての批判社会学の限
界を外在的に捉えるブラヴオイの議論とは異な
り、グールドナーの批判社会学が規範概念の理
論化を巡る内在的な問題のゆえに失敗している
のだということを論じる。第三節では、以上の

１ブラヴォイの公共社会学を巡る論点
’

本節では、ブラヴオイの公共社会学を巡る三
つの論点について順に考察していく。この論点
はブラヴオイの公共社会学が引き起こした論争
における争点を分析することによって抽出され
たものである４．

社会学史における規範的探求の位置
最初の論点はブラヴオイの公共社会学の理論
史的背景に関わる。ここで明らかにされるべき
は、ブラヴオイの公共社会学が理論史的にみて
社会学内部でのいかなる課題の設定を引き受け
ているのか、当該課題に対していかなるかたち
で新たな解を提出しているのか、ということで
ある。これを明らかにすることでより理論内在
的な第二、第三の論点を考察するための手がか
りを得ることもできる。
ブラヴオイ社会学の位置する理論的伝統につ

いては、彼自身が自らの理論史的見解および理
論背景をかなり明確にした論文がある。それは、
『批判社会学」に寄稿された「公共社会学への
批判的転回」(Burawoy2005b)である。この
論文で彼は１９７０年代のいわゆる批判社会学あ
るいはラディカル社会学の問題設定の明示的継
承を宣言している。つまり、彼の公共社会学は
批判社会学の自己反省という経緯を辿って生じ
てきたものであり、彼の公共社会学の内実には
それが刻印されているのである。ちなみに、こ
こでいう批判社会学とは、C.W.ミルズの先駆
的仕事に影響を受け、特に１９６０年代後半の各
種の抗議･社会運動に刺激を受けつつ成立した、Ｉ

Ｄ
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新左翼的、新マルクス主義的な学術運動のこと
である。それは当時のアメリカ社会学を支配し
ている（とされた）パーソンズの「構造機能主
義｣、あるいは「ブルジョワ社会学」(Burawoy
2005b:313)を批判し真に解放的な社会学を構
想するという問題意識の下に成立した。この批
判社会学的視座がブラヴオイの理論的背景の主
要部をなしている。
とはいえ、もちろんブラヴオイは公共社会学

という新たなプロジェクトの定立を訴えるわけ
であるから、批判社会学に対して何らかの問題
を発見し、かつそれが公共社会学によって解決
可能だと主張するのでなければならない。ブラ
ヴオイ社会学の批判社会学に対する批判的継承
関係を解明するためには、まず彼の分業図式に
おける批判社会学の役割を確認しておくべきで
あろう。
ブラヴオイは以下の表にあるとおり、社会学

を、専門社会学、政策社会学、批判社会学、公
共社会学の四つの分業図式に従って区分し、公
共社会学を内容的には（規範的問題を扱う）反
省的知識に関わり、聴衆としては公衆を想定す
るものとして位置づけている。

よって、学術的聴衆を対象とする専門社会学・
批判社会学と、学術外の一般聴衆を相手とする
政策社会学・公共社会学とに区別することがで
きる。
この図式上で批判社会学は「専門社会学の

研究プログラムの、明示的および暗黙の、ま
た規範的および記述的な、基礎を検討する」
(Burawoy2005a:10)という役割が割り振られ
ている。ここでは次のように理解しておけばよ
い。すなわち、特に社会学の規範的基礎につい
て、学術サークルを聴衆として論述する仕事が
批判社会学である、と。
以上を確認した上で、ブラヴオイの批判社会

学に対する継承関係を吟味しよう。彼の批判社
会学に対する評価は、批判という面では成功、
建設的という面では失敗というかたちでまとめ
ることができるだろう。批判の成功というのは、
戦後社会学に対する攻撃の成功ということであ
る。「戦後社会学に対するラディカリズムの攻
撃が意想外に成功した」結果、戦後のアメリカ
社会学の主流をなした（と考えられていた）「構
造機能主義」が想像以上の速さで急速に減退し
た、というわけである。建設面での失敗とは、
新たな「社会主義的社会学」の建設の失敗のこ
とである。ラディカル社会学による攻撃から生
じた「結果はわれわれの想像した社会主義的
社会学とはかけ離れていた」(Burawoy2005b:
318)、つまりラディカル＝批判社会学は「社
会主義」的な規範的基礎に基づく、統合的なと
はいわないまでも一定のまとまりを有し、かつ
公共的世界へと働きかけるだけの性能を有する
社会学を生み出すには至らなかったこと、その
限りでの批判社会学の失敗を意味する。
では批判社会学の建設面での失敗は何に起因

するのか。彼によれば、従来の批判社会学の限
界はそれが専ら社会学内部の専門家集団へと向

横の行は「何のための知識か」によって、縦
の列は「誰のための知識か」によって構成され
ている。知識の類型は、手段的な知識のみに関
心を向けているか、あるいは社会の目的そのも
のに関心があるかによって区別される。専門社
会学と政策社会学は道具的知識、批判社会学と
公共社会学は反省的知識の供給という役割下に
ある。これに対して語りかける対象を学術的サ
ークルとするか、一般の公衆を対象とするかに
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けられたものであったという点に存在する。確
かに批判社会学は主流派社会学の「保守的」な
規範的基礎を暴露し、社会学をより批判的な方
向へと向かわせようとした。しかしそうした仕
事はあくまで大学という閉ざされた場において
遂行されたのでありその意味では限界があっ
たというのである。社会学が現実との接点を
取り戻しその使命を果たすためには社会学の規
範的基礎の問い直し､すなわち社会の規範的原
理への探求が専門家内部の議論を超えて公衆と
の対話へと接続されなければならない６ブラヴ
ォイはこれを「公共社会学への批判的転回」と
名づけている。「私のテーマは、すなわち、批
判社会学者は専門社会学のラディカル化に注力
するよりも（よりラディカル化すべき余地は
常に存在するにしても)、市民社会の諸機関を
支持し支援していくための公共社会学により焦
点を移すべきだというものである」５(BuraWoy
2005b:319)。
以上、ブラヴォイの公共社会学の位置する理
論的文脈について確認した。次に公共社会学の
批判社会学に対する継承関係についていくつか
の理論的論点を提示しよう。’
第一にブラヴオイの批判社会学の失敗に関す
る診断には異論の余地がある。ブラヴオイは批
判社会学の達成した理論内容、つまり構造機能
主義の規範的基礎への攻撃と新たな規範的原理
の提出それ自体に対しては何らの疑問も提示し
ていない。少なくともそれを批判社会学の失敗
の主要な要因とはみなしてない。彼にとってそ
の失敗の主要因は語りかけるべき他者の選択の
問題、すなわち公衆との対話の欠如という点に
ある。しかし、公衆との対話の欠如といっても
ここで想定されているのが、公衆に対する一方
的．啓蒙的コミュニケーションではないという
ことはいうまでもない｡つまり、公衆との対話

により批判社会学の理論内在的な変容が生じ
うると考えられているはずである。そうである
ならば、公衆との対話の必然性を訴えるために
は、本来、従来の批判社会学の理論内在的問題
をも解明することが不可避なはずである。批判
社会学の内在的批判を欠いた公共社会学は画餅
にとどまるのである。
第二の点もこれに関連するが、ブラヴオイは

かつて批判社会学が提示したとされる社会主義
的社会学の規範的基礎をあまりにも無批判に受
け入れているように思える。主流派＝ブルジョ
ワ社会学／批判＝社会主義社会学という彼の粗
野な二分図式はこのことを示している。この二
分図式の批判の側に立った「主流派」に対する
規範的批判が今日額面どおりに受け取られてよ
いのかどうか疑問が残る。少なくとも何らかの
理論的正当化を経ずに前提されてよい立場では
ないということは明らかである。
１９７０年代の批判社会学が批判の対象とした

｢保守主義的」社会学は、今日からみれば広い
意味でのリベラリズムの立場に立っている。当
時､改良主義、漸進主義に立脚するリベラリズ
ムは十分に「ラディカル」ではないがゆえに「保
守主義的」であるとして批判されたのである。
この点に関して規範的問題をめぐる問題状況の
布置は､当時と今日とでは少なからぬ変化がみ
られるのは否めない。例えば当時においては福
祉国家を擁護することは「保守主義的」とみな
され、その廉により「主流派社会学」は批判さ
れてきたわけだが、今日ではいくつかの留保は
あるにせよ福祉国家の擁護を行うことが必ずし
も保守主義的とされるわけではないだろう6b
もちろん、問題は何らかの理論を保守主義と名
づけるかどうかという点にあるのではなく､当
時はある程度自明視されていただろう規範的立
場の布置や対立の構図は今日では大幅に変化し
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ており、このような事情を反省し分節化するこ
となく、ブルジョワ社会学／社会主義社会学と
いう概念構成を用い続けることが妥当であるの
かが問題なのである。
以上の考察は公共社会学の批判的かつ建設的
な検討を深めるためには、１９７０年代の批判社
会学の達成した理論的仕事を再検討する必要が
あることを示唆している。この必要性は第二の
論点である、ブラヴオイの社会学的分業図式を
巡る論点を検討することによってますます明ら
かになるだろう。

る。実はブラヴオイの意図に反して、専門社会
学を道具的知識の領域に限定するというかかる
概念操作にこそ、専門社会学の有する規範的含
意を不可視化する危険性が孕まれているのであ
る。
この点を最も鋭く指摘しているのはＲエリ

クソン(Ericson2005)の議論であろう。彼の
考えでは、いかなる社会学理論もそもそも政策
的・公共的含意を有するものなのであり、分業
図式を設けることはかえって社会学理論のこの
ような性質に対して目を閉ざすものである。こ
こでエリクソンが依拠しているのは次のような
A.ギデンズの議論である。すなわち、「社会科
学と社会学理論の実践的影響力は甚大であり、
社会学的概念と知見はモダニティのあり方に構
成的に関係している」(Giddensl990:16)。よ
うするに社会学の規範的･実践的含意の問題は、
社会学の有する再帰性の問題との関連で理解さ
れなければならない。こうした社会学の性質ゆ
えに、

社会学的分業図式
ブラヴオイの分業図式は､先に示したように、

道具的知識／反省的知識、学術的聴衆／学術外
の聴衆の２×２の四象限から成り立っており、
それぞれ専門社会学、政策社会学、批判社会学、
公共社会学とされる。
このブラヴォイの分業図式が論争的性質を有

していることは明らかである。事実、ブラヴオ
イの公共社会学に対する批判的議論の多くはこ
の分業図式に集中している7．批判の基本的な
ポイントは、かかる分業図式の設定によりそれ
ぞれの社会学が分断化されてしまい、かえって
相互の関係が不明確になりかねないという点に
ある。これをC.カルホーンは「社会学のコン
パートメント化と各分業部門の本質主義化」と
よんでいる(Calhoun2005:356)。
ブラヴォイ自身は必ずしも各社会学部門間の

積極的な相互作用の存在を否定しているわけで
はない。にもかかわらず、この分業図式が各部
門の「本質主義化」という批判を誘発するのは
なぜか。おそらく問題は、ブラヴオイによる社
会学的知についての性格規定にある。ブラヴオ
イは専門社会学と批判および公共社会学を道具
的／反省的知識という二分法により区別してい

社会学データは行動を原理的に方向づける規
範的･修辞的性質を有している。このことは、
範囑を作り出し分類するための基準の選択か
ら分析技術、解釈まであらゆる段階の研究過
程に当てはまる。データ収集は学科の制度的
レジームや仮定の文脈内で行われる実践的達
成であり、科学外の因子、利害のネットワー
ク、そして説得の意志などによって影響され
ている。特に、量的数値は問題を劇化し政策
的介入が必要だとの感覚を生み出すための象
徴的言語である(Ericson2005:368)。

ここでエリクソンが指摘しているのは、量的
データの規範性であるが、かかる性質は実はす
べての社会学的研究が備えてもいる。エリクソ
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ンが量的データの規範性を強調するのは、ブラ
ヴオイが専門社会学の典型と考える量的調査で
さえもそうした側面から逃れることができない
ということを指摘するためである。
ブラヴオイの議論の問題に戻る。ブラヴオイ

の分業図式は、専門社会学と批判社会学や公共
社会学との分業を強調することによりかえって
専門社会学の規範性という問題を、専門社会学
内在的に理解することを妨げてしまう。そして、
彼の道具的／反省的知識という区別はその意図
に反して、専門社会学それ自体に内在する再帰
性（反省性）という側面を隠蔽してしまうので
ある。ブラヴオイの議論が専門社会学の規範性・
政治性に盲目であると批判されることはある意
味で皮肉である。なぜなら、ブラヴオイの継承
する批判社会学の伝統はそもそも専門社会学が
不可避的にもたざるをえない規範的含意の明示
化を一つの理論戦略としていたからである。こ
こでも批判社会学のプロジェクトを再訪する必
要があることは明らかである。

学だけを｢人間性の擁護者」のように描くのは
控えめにいっても公正ではない。J.ブレイスウ
ェイトはそれぞれの学科の権益を超えた、研究
対象に即した学の必要性を主張する立場から公
共社会学ではなく公共社会科学の構想を訴えて
いるが、その観点からブラヴオイによる学科の
規定に異を唱えている(Braithwaite2005)。ブ
ラヴオイの議論は明らかに学科を超えた協力関
係を促す類のものではないからである。
しかしより大きな問題は、経済学を市場、政
治学を国家、社会学を市民社会に割り当てるこ
とにより、市民社会に対する「物神崇拝」が生
じてしまうことにある。もちろん､ブラヴオイ
が指摘するとおり、国家と市場の専制をチェッ
クするためには活力ある「市民社会」が必要で
はあるだろう。しかし、市民社会の専制を防ぐ
ためには強い国家と強い市場が必要であるとい
う議論も同様の説得力をもつ。「クークラック
スクランもアルカイーダも市民社会の一部なの
である」(Braithwaite2005:348)。さらに別の
論者も指摘するとおり、市民社会の問題を焦点
化するからといって、市場や国家の問題を避け
て通ることはできない。なぜなら市民社会は国
家および市場との相互連関の下に存在するから
である。「普通の人が自らの生きる社会的条件
について熟慮の上での決定を下すことが可能で
あるような、活力ある公共圏の可能性を擁護し
たいと考えるならば、よりよい国家、よりよい
市場、よりよい市民社会の可能性を分節化する
公共社会学を必要とするのである」(Calhoun
2005:362)。
では、ここでの争点をより理論的に規定する
とどうなるか。この論争が示しているのは、市
民社会の物神崇拝を避けるための、市民社会に
ついての理論的考察の必要性だと考えることが
できる。ブラヴオイはあたかも｢市民社会｣や｢公

社会学的規範理論の固有性
最後の論点は、ブラヴオイによる社会学のア

イデンティティ規定の問題に関わる。これは大
変巨大な論点であるが、社会学が公共的な世界
に働きかける際に独自の貢献を行いうる、と主
張するために不可避の論点でもある。ところ
がこの論点に関するブラヴオイの言明はことの
重大さに比していかにも安易であるように思え
る。彼は、「単純にいえば、経済学の立場は市
場の拡大に、政治学の立場は政治的安定性の維
持にありそのために国家を中心として考えるの
に対し､社会学の立場は市民社会の拡大にある」
(Burawoy2005c:14)と断定しているのである。
この議論の問題を指摘しよう。第一に、経済

学と政治学を市場と国家の「手先」として社会
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衆｣なるものが無前提に社会内に存在しており、
社会学は彼らの立場に立つことにより自らの理
論的・規範的内実を決定することができるかの
ように議論している。社会学がただ｢市民社会」
の側につくことで、自動的に自らの規範的正当
性を確保することができるかのように、である。
これは大いに疑わしい主張である。明らかにブ
ラヴオイは自らの規範的直観に従い一定の社会
的「実体」を「市民社会」として指示している。
例えば、ブラヴオイは公共社会学を各種の社会
運動との連携によって特徴づけようとしている
が、彼が様々な社会運動から一定の理論的先入
見に従って連携する相手を選び出しているのは
明らかである。移民排斥運動のごとき社会運動
と連携すべきだという議論をブラヴオイはして
いないし、おそらくそうしないはずである。規
範的負荷を与えられた「市民社会」概念によっ
て社会学に固有の規範性を担保しようとする試
みは転倒しているといわざるをえない８．
もう一つの懸案事項である、国家＝政治学、

市場＝経済学、市民社会＝社会学、という図式
の硬直性もこの問題に関係している。社会学の
対象を限定しようとするブラヴオイの議論に対
して、J.ホールは、社会学は国家や市場をも対
象とするより包括的学であるべきだという「帝
国主義的主張」(Hall2005:380)をあえて提唱
している。この「帝国主義」がいかなるかたち
の「帝国主義」を意味しているのか明らかにす
る必要があるにせよ、ここで明確なのは､ブラ
ヴオイのように「市民社会」の観点（それが特
定可能であるとして）に社会学を限定しようと
試みるにしてもやはり国家や市場といった他の
諸制度も視野に入れたより包括的な視座は不可
欠だということである。なぜなら、「市民社会」
という概念が単なるマジックワードにならない
ためには、いずれにせよ国家や市場との差異、

そしてそれらと「市民社会」との関係性を考察
した上で、市民社会を複合的な制度マトリクス
上に位置づける必要があるからである。そうで
あるとすると、結局のところ社会学は国家、市
場、法、「市民社会」等々からなる諸制度の複
合体として社会を分析し、そしてそれぞれの制
度間の関係性と特定の制度的布置が有する規範
的含意を考察しなければならないということに
なるはずである。別の言葉でいえば、この論点
についてもやはり社会学の関わるべき規範的探
求の理論的内実の問題、すなわち複合的制度布
置を視野に入れた上で社会学的規範理論はどの
ような特定の制度的配置を要請するのかという
問題を避けて通ることはできないのである。
以上、ブラヴオイの公共社会学について検討

する中で、社会学的規範理論の可能性というわ
れわれの探求する主題に関わる三つの論点が浮
上してきた。それは、社会学史における規範的
探求の位置、経験的社会学と規範理論との関係
性、そして社会学の規範的独自性といった問題
群であった。ブラヴォイの議論がこれらいずれ
の論点においても十分な解明を施しているとは
いいがたい。検討の結果明らかになったのは、
ブラヴオイの主張する公共社会学や社会学と公
衆との対話に着手する前に、あるいはそれとと
もに、社会学と規範的探求との関係に関わるよ
り理論的問題に対して、一定程度の見通しをつ
けておく必要があるということであった。では、
かかる探求の出発点はどこにおかれるべきか。
先に示唆しておいたとおりその出発点は、少な
くとも1970年代の批判社会学にまでさかのぼ
って設定される必要がある。ブラヴオイが引き
受けた批判社会学の論理は一体何を達成しそし
てどの点において失敗したのか。この点を考察
することによってはじめて社会学的規範理論に
ついてブラヴオイとは別の可能性を展開するこ
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とが可能になるのである。 公共社会学論の不十分性にまでつながっている
のである。以下では批判社会学の金字塔とでも
いうべきＡグールドナーの『迫り来る西洋社
会学の危機』を検討しつつ、この点を解明して
いきたい。
グールドナーは社会学理論の妥当性の基準と

いう、巨大な問題に対して次のような一見単純
な解を与えている。すなわち、「知的体系のど
の部分が経験的に真実であり、あるいは虚偽で
あるのかということだけでなく、どちらが解放
的結果をもたらし、いずれが抑圧的結果をもた
らすかが同時に、ここで問題なのだ」(Gouldner
1970:12=1978:15)。
グールドナーのこの定式化は、やや慎重さを

欠く。こうした断定は、社会学理論の妥当性が
あたかも人々の価値観によって左右されるかの
ような粗野な相対主義のごとき印象を与える
(もちろん、こうした印象は人々の価値観につ
いての相対主義を自明の前提としているわけだ
が)。あるいは「科学」が「イデオロギー」に
従属するかのような教条主義的誤解を招きかね
ないものでもある。まさにこのような印象か
ら、グールドナーの批判社会学は一方で社会学
の学としての「自律性」を重んじる人からは党
派的ととられ、逆にあらかじめ「ラディカル」
な立場に立つ陣営は批判社会学に対する留保的
見解を採用する側を「保守的」として論難する
という、不毛な対立の構図が生じてきたのであ
る。そしてそれは先にみたとおり、ブラヴオイ
の公共社会学論にも今なお一定の影を落として
いる。
しかしながらグールドナーの批判社会学はよ

り仔細に検討するならば、通俗的に考えられて
いるほどに「イデオロギー的」ではないし、先
の引用箇所もそれなりの方法的準備下で構築さ
れた議論に裏づけられていることがわかる。

２批判社会学・再訪

ここで批判社会学を再検討する目的は、批判
社会学はなぜ社会学の規範的プロジェクトを十
分に展開させることができなかったのか、社会
学の「規範理論的転回」の失敗の原因は何かを
分析することにある。もちろん、この分析はま
ったく否定的に行われるというわけにはいかな
い。批判社会学の再検討はもちろん、その問題
提起に今日的意義を認めるからこそ行われるの
であり、それゆえに批判社会学の重要性につい
ての再構成も分析の重要な課題となるはずであ
る。それでもやはり議論の中心は失敗要因の分
析にある。批判社会学の抱える問題を分析しそ
れを克服することによってはじめてそれの有す
る積極的意義をも再構成することが可能になる
からである。

批判社会学の方法的前提
ここでまず批判社会学の方法的前提という点

について詳しく検討したい。ここでの最も原理
的な問題は、批判社会学の「批判」とはいかな
る意味での「批判」であるのかということであ
る。批判社会学は構造機能主義を単に経験的妥
当性という観点だけから批判したのではない。
というよりも経験的妥当性はそこではむしろ副
次的問題であった。批判社会学による構造機能
主義批判を検討してみるならば、批判社会学が
社会学の妥当性についてまったく別の基準を利
用していたことは明らかである。しかしながら、
当時の批判社会学の議論はこうした代替的な妥
当性基準を十分自覚的に説明しているとはいえ
ない。そしてそのことが結局のところ、社会学
の「規範的転回」の失敗、そしてブラヴォイの
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あらかじめグールドナーの理論構図を示して
おくと次のとおりである。
①社会学は言語的範晴を用いた概念構成の学

である。
②言語的範陰を用いた現実の構成には背後
仮説および領域仮説が伴い、また領域仮説
のうちでもっとも重要なのは価値につい
ての判断である９．

③したがって、概念構成の学としての社会学
は価値判断を含意する。

例えば、次の引用箇所はこうしたグールドナ
ーの理論構図を明確に示している。

う前提が不可欠である。第二の点は､社会学も
含めた、言語的範晴による現実の構成の営みに
は領域仮説が伴うということである。黒人とい
うカテゴリーを学ぶ子どもたちは、同時に「黒
人は怠惰である」というような（偏見にみちた）
事実に関する信念、とそれに対する善悪の規範
的信念をも学び取る(Gouldnerl970:32=:1978:
41)。グールドナーによれば、同様の議論は社
会学にもあてはまる。社会学に伴う領域仮説と
して挙げられているのは、人間は合理的である
かどうか、社会は安定的であるどうか、社会問
題は介入なしに解決しうるかどうか、等にまつ
わる信念である。グールドナーの論理に従うな
らば、こうした事実に関する信念には規範的信
念が伴うのであって、例えば社会は安定的であ
るという事実的信念を有する社会学者は社会の
不安定な状態に対して負の規範的評価を下すと
いうことになる（これが第三のポイントであ
る)。
ここでひとまず、ブラヴオイの公共社会学と

グールドナーのプロジェクトとの理論的差異を
明らかにしておこう。それはとりわけ社会学的
分業図式の是非という論点に関わる。グールド
ナーの批判社会学は、ブラヴォイのように専門
社会学と批判社会学を異なる知の形態によって
分断するのではなく、「専門」社会学の研究活
動それ自体に潜み切断することのできない規範
性の問題を明るみに出すという戦略を採用して
いるということができるだろう。規範的問題は、
概念構成としての学としての社会学が向き合わ
ざるをえない内在的な問題として把握されてい
るのである。
ここでグールドナーの議論における社会学理

論と規範性の問題についていくつかの注意点を
述べておきたい。
第一に、グールドナーの議論は、社会学理論

あらゆる言語的構成領域について、ある種
、 、 、 、

の背後仮説が普遍的にともなう……。もっと
も重要なのは、諸領域がそのくよさ＞とかく
わるさ＞によってつねに定義づけられること
だろう。要するに、言語的範陰が領域を構
成し、したがって現実を定義づけるなら、そ
れは不可避的に帰属せしめられる道徳的な価
値と評価をともなうのである。物理学の分野
においてなんらかの量をともなわぬ質は存
在しないように、社会に関する分野において
もまた、価値をともなわない現実は存在しな
い。現実と理想は異なる次元に属するが、両
者とも社会の諸領域を構成する言語的範購に
よって同時に構成され、その言語的範晴にわ
かちがたく融合されている(Gouldnerl970:
33=1978:４２)。

三つのステップについて順にみてみよう。
第一の点についてグールドナーはそれほど紙

幅を割いて議論していないが、社会学理論には
必ず領域仮説が伴うと主張するのであれば、そ
の前提として、社会学は言語的範晴を用いて現
実を構成する、いわば概念構成の学であるとい
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の経験的妥当性の問題が直接に規範的判断によ
って左右されると論じているものではない、と
いうことに注意しなくてはならない。彼は社会
学理論が単に政治的闘争の隠れ蓑に過ぎない
という自己破壊的な議論をしているわけではな
い。あるいはそのような自己破壊的な議論では
ないものとして解釈するべきである。彼は確か
に自己の規範的信念に不利な経験的「証拠」が
歪められたり抑圧されたりする現象について論
じているが、逆にいえばこれは経験的証拠の効
力を認容するがゆえの議論であるということも
可能なのである。
第二に、グールドナーはかくして明らかにさ
れた社会学理論と規範的判断との含意関係をど
う評価するかという問題に対して明示的な議論
をほとんどしていない。グールドナーの批判
社会学、社会学の社会学は、社会学理論が暗黙
の価値に関する領域仮説に浸されているさまを
社会学的に解明したのであって、その規範的含
意をどう評価するかは彼の批判社会学にとって
外在的な課題であるように思われるかもしれな
い。しかしそうではない。グールドナーは冒頭
で紹介したように、社会学理論は経験的真偽の
観点のみならずその規範的含意によっても評価
されなければならないとしている。社会学理論
の評価基準を規範的妥当性の水準に（も）求め
るとすれば、ではかかる規範的妥当性はいかに
して評価可能かという議論をする必要があるは
ずである。現に彼は規範的妥当性という水準で
の何らかの評価基準に基づいて既存の社会学理
論を批判しているわけであるから、彼の採用す
る評価基準の正当性という問題は当然問われる
べきである。それに応答することによりはじめ
て彼の社会学の社会学というプロジェクトそれ
自体の規範的含意も明確になるはずである。
グールドナーはなぜ、この規範的含意の評価

という問題を主題化しなかったのか。その理由
は彼による規範性の誤った理論的定式化、その
｢非認知主義的」規範性理解にある。だがその
点は彼の批判社会学の具体的内実を検討した上
で議論することにしよう。

批判社会学の成果とその失敗
グールドナーの批判社会学の仕事の過半はパ

ーソンズ社会学の解釈に関わっている○四部構

成となる彼の著作のうちの第二部が「タルコッ
ト・パーソンズの世界」としてすべてパーソン
ズ解釈に当てられているのに加えて、社会学史
を通底する「保守的」関心や「保守的」社会理
論一般について論じる場合にもパーゾンズは明
示的な参照対象となっているのである。
グールドナーによるパーソンズ批判の中核に

あるのは、パーソンズ社会学の｢保守性」の暴
露である。では、パーソンズ社会学、そしてさ
らにさかのぼるとＡ・コントやE.デュルケムに
代表される社会学理論の伝統はなぜ「保守的」
なのか｡「保守的」とは社会学理論のいかなる
特徴を指し示す言葉なのか。さしあたり次のよ
うに答えることができる。これらの社会学が保
守的であるのは、秩序と道徳的統合の問題を
社会学の解決すべき中心的問題としたからであ
る、と。
秩序と道徳的統合という問題設定を保守と結

びつけたグールドナーの議論は、社会学の歴史
の中で多大なる影響力を発揮した。グールドナ
ーによるパーソンズ社会学批判以降つい最近ま

で、社会の道徳的統合という研究視点は「抑圧
的」であるとして社会学の内部でほとんど省み
られることがなくなってしまったのである。し
かし、このグールドナーの議論は少し考えると
非常に奇妙であることがわかる。なぜなら、グ
ールドナーは社会学が道徳や規範を自らの中心

’
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社会秩序に中心的な関心をおくということ
は、生活機会を配分している既存の支配的な
制度を維持しようとする関心に寛容になると
いうことである。同様に、道徳を頼みにす
ることによって社会秩序を維持しようとす
る関心は、特定種類の道徳、つまり、生活機
会の現存パターンと生活機会を配分する現存
制度を維持する道徳、を要求することになる
(Gouldnerl970:253=1978:341)。

的研究対象としたことを保守的として批判する
一方で、何よりもまず社会学の公共的・実践的

含意の不可避性についても精力的に主張してい
るからである。実際、グールドナーの批判社会
学の成果と限界を考察するためには、彼の批判
社会学における道徳・価値の両義的位置づけの
問題を避けて通ることはできない。以下ではこ
の問題を焦点としつつグールドナーの議論をや
や詳細に追跡することにしよう。
グールドナーのいう「保守」の意味には陳腐

な見解と重要な洞察が入り混じっている。陳腐
な見解は「保守｣を革命やラディカルな社会変
革を志向する立場との対比において理解する見
解である。かつてはこの意味でパーソンズ社会
学を保守的とする議論が流行したが今日ではか
かる外在的規定は取り上げるに値しない。
これに対してもう一つのグールドナーの議論

はより内在的であり、単なる「保守的」という
レッテル貼りではなく、社会理論内在的な問題
を指摘するものと解釈できる。それは「よき社
会」という秩序の問題を中心とするだけでなく、
この問題をもっぱら道徳・規範の問題からのみ
考察する社会学の伝統に対する批判である｣０。
例えば、グールドナーはパーソンズの道徳・価
値問題への専念をデュルケムに淵源するものと
して、デュルケムーパーソンズの機能主義を次
のように特徴づけている。「機能主義の解決方
法は、要するに、社会秩序の問題は経済的制度
やテクノロジーのレベルの問題とは切り離して
解決されうる、と主張することであった。すな
わち問題は、何とかして道徳それ自体によって
解決されるから、産業化や資本主義の構造には
基本的な変化をもたらす必要はない、というの
である」(Gouldnerl970:250=1978:337-8)。
より一般的にいうと、

グールドナーのこの議論をどう解釈すべき
か。この議論の誤謬は多数ある。第一に、パー
ソンズ（やデュルケム）が経済的分配や'政治権
力の問題に無関心だったという議論は暴論であ
る。この点については今日の学説史的研究にお
いて十分に明らかにされている１１．また、秩序
に中心的関心をおくことが現存の体制を維持す
ることにつながるというのも実は論理的飛躍が
ある。後で詳細に論じるが、道徳や規範につい
ての考察が現状維持を帰結するという主張には
一定の限定が必要なのである。

結局のところ、グールドナーの洞察の美徳は
次の点にある。つまり、事実的に存在する規範
を構成的に類型化することで現存秩序に対する
｢経験的説明」を与えようとするパーソンズの
社会学が、その規範的含意に無自覚であったこ
との指摘である。しかしこの洞察を説得的に再
構成するためには、先の方法論的前提とあわせ
て考える必要がある。グールドナーの方法的前
提は、社会学とは概念構成の学でありかつ現実
の構成には不可避の規範的判断が伴うというも
のであった。これを社会秩序の問題に敷術すれ
ば、グールドナーの議論は秩序問題という問い
の探究の射程を事実的に存在する規範の態様に
限定することがもつ規範的含意を問題にするも
のとして解釈できる12。
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範の水準で議論をしていたのに対して、批判社
会学は、表面的には正当とされている自由主義
や民主主義といった諸価値の実際的な機能の仕
方、その構造的帰結を間うている、つまり二階
の水準で議論しているわけである。学説的にみ
るならば、こうした視角は、Ｋマルクスのイデ
オロギー論やＫパークの「不一致のパースペ
クティブ」といった議論の系譜が示すように、
もう一つの社会学の伝統的遺産であり、グール
ドナーはこの伝統を刷新したのだといえよう。
ある意味では批判社会学の同盟者ともいえるフ
ェミニズム、あるいは批判的志向性の強いタイ
プの構築主義的社会学が、事実的規範のもたら
す構造的帰結に着目することにより大きな成果
を挙げてきたことは疑いえない。
このように批判社会学の洞察は従来の社会学

の「規範主義的」アプローチの盲点をついたと
いう点で大きな意義を有するものであった。し
かしながら、これから述べるように、批判社
会学はこの批判を十分に建設的な方向へと洗練
させていくことに成功していない。それどころ
か、問題を誤って定式化したがために、結局の
ところ社会学による新しいかたちでの規範的探
求の道を妨げる障壁にさえなってしまったので
ある。
決定的な誤謬は、批判社会学による規範・道

徳の概念化にある。グールドナーの批判は、事
実的に流布している規範の社会構造的帰結を問
うことで、当該規範の事実隠蔽や抑圧的機能を
同時に暴露するものである。つまり、ここで批
判にさらされているのはあくまで事実的規範＝
一階の規範の「抑圧性」であって、規範一般が

直ちに問題とされるわけではない。こうした事
実的規範が引き起こす社会構造的帰結を考盧す
ることでわれわれはその当該規範の規範性をあ
らためて問題にすることができる、つまり二階

秩序問題を事実的に存在する規範のいかんと
いうかたちで定義するとはどういうことか。彼
自身が直接このようなかたちで議論を提示して
いるわけではないのでわれわれの解釈的再構成
の下でさらに議論を進めたい。ある社会状態に
ついて秩序「問題」が生じていると定義する視
角には複数ありうる。それを道徳的弛緩の問題
とみなすか、経済的配分をめぐる闘争の問題と
みなすか、あるいは政治的権力の格差に由来す
るコンフリクトの問題とみなすか、等々。ここ
で秩序問題を道徳的弛緩の問題と定義づけるこ
とは、経済的差異や政治的格差等々といった社
会的現実を問題とはしないということを含意す
る。かくして事実的な規範による秩序問題の
定義づけは経済や政治の抱える問題性を等閑視
するという規範的含意を伴う。したがってグー
ルドナーによれば、パーソンズ社会学は、社会
構造の有する問題に対して目を背けることに
なり、「大衆収奪にもかかわらず社会の統合を
確保するのに必要なものはなにか」(Gouldner
1970:141=1978:187)という問題に関心を集
中させたということになる。
グールドナーによるパーソンズ解釈はかなり

論争的なものであり､今日では彼の議論を留保
なしで受け入れることはできない。しかしパー
ソンズが自らの研究をアメリカ社会に存在する
規範の「経験的研究」として自己呈示し、その
規範的評価の問題と経験的妥当性の問題を混同
する傾向があったということは否定しえない。
さらに重要なのは実際のパーソンズ解釈の妥当
性云々といった水準を超えて批判社会学が一つ
の研究の作法を確立したことである。それはつ

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

まり、事実的に流布している規範の社会構造的
、 、 、 、 、

帰結を問う、という研究の作法である｡事実的
に流布している規範を「一階の規範」とよぶと
すれば、パーソンズの社会学がかかる一階の規

１
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の水準で規範的探求を行うことができるはずで
ある。
しかしながら、グールドナーの批判社会学は

事実的規範の問題性を規範一般の問題と常に混
同し続け、それゆえに一階の規範と二階の規範
の区別に思い至ることはなかった。そもそもの
批判社会学の動機は道徳的・規範的なものであ
ったにもかかわらず、である。これについての
決定的な証拠は、彼による道徳規範一般につい
ての「非認知主義的」説明にある。彼は道徳に
ついて次のような説明を与えている。

うのである。
グールドナーの保守主義批判の核心は､道徳・

規範問題への専心による社会構造上の問題の無
視という点にあるｂしかし以上の議論から明ら
かな通り、この議論には次の限定が付与されな
くてはならない。つまり、事実的に存在する規
範の経験的態様にのみ関わる研究が有する負の
規範的含意を述べたものとして再構成されなく
てはならない｡そのことにより、社会学はもう
一度規範的反省への回路を取り戻すことが可能

になるはずである。われわれのなすべきは、批
判社会学の成果、事実的規範の社会構造的帰結
という「規範批判」を経由した上で、も罰一度
より高次の規範理論、すなわち社会学的規範理
論を構築することである。こうしてはじめて、
社会学は公共性の探求を公衆との対話を通じて
深めていく道を見出すことができるのである。

道徳と道徳的要求は、自我が他我をして自
我が欲するとおりのことを行わせることがで
きる一つの基本的な方法である。……＜善＞
あるいはく悪＞というのは、自我の欲する
ところを他我が喜んでしたりしなかったりす
るばあいに、その他我にたいして自我が下す
隠された、偽装された判断である(Gouldner
1970:269=1978:363-4)。

３結論一より有望な社会学的規範理論の
ための研究課題

つまりここでグールドナーは道徳を、他者に
対して自らの欲するように行為させるための手
段であり、かつ明示的な強制や報酬の提供を必
要としない、隠蔽された権力行使の形態と規定
しているのである。この点においてグールドナ
ーは当時のアメリカ社会における支配的価値や

それを体現するパーソンズ社会学の提示する規
範（の抑圧性）という一特殊規範の問題を規範
一般の問題へと一般化している。しかしながら、

かかる概念化は当然にして事実的道徳や規範の
批判をより高次の、二階の規範的討議へと昇華
し公共的に追求していくことを不可能にしてし
まう。そして最悪の場合には、批判社会学をし
て公共的規範の背後にある隠れた動機を暴き続
ける暴露ゲームに耽溺させることになってしま

前節でのグールドナーの批判社会学の検討の
結果、批判社会学はブラヴオイの公共社会学と
は異なり、より社会学理論に内在的にその規範
性を問題にする視角を有していること、にも
かかわらず構築的な規範定立の回路を確立しえ
ていないこと、そしてこの規範定立のための理
論構想の不在こそが批判社会学の真の問題であ
る、ということが明らかになった。したがって、
より有望な社会学的規範理論を構築するために
は、批判社会学の失敗をブラヴオイとは別の仕
方で乗り越えかつブラヴオイの公共社会学論か
ら抽出した論点をより説得的に扱うことのでき
る方向性を見出さなければならない。最後にか
かる社会学的規範理論の構築のための課題を提
示することにしたい。
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課題は、批判社会学の洞察を組み込んだかたち
での、つまり一階の規範に対する批判的反省か
ら生じるはずの二階の規範に照準した、新たな
社会学的な規範的探求のあり方を再構築するこ
とにある。この研究課題は社会学の学説研究と
いう方法によって遂行することが可能である。
しかし第二に、社会学的規範理論の構築は既

存の社会学理論の内部に内閉していては達成し
えない。
１９６８年以前のアメリカのリベラリズムを体

現するパーソンズの社会学が批判社会学によ
る猛攻撃にさらされていたのとちょうど同じこ
ろ、倫理学Ｑ政治哲学の領域では、まさにこの
リベラリズムの危機を救うべく、リベラリズム
の再定義を行おうとする学的機運が高まりつつ
あった。そしてそうした状況下で登場したのが
J.ロールズの『正義の理論』(Rawlsl971)で
ある。批判社会学とほぼ同時期に興隆した現代
リベラリズムは、批判社会学と同様にこれまで
通用していた規範のあり方を批判し、また批判
社会学とは異なり新たな規範的原理の構築とい
うかたちでリベラリズムの危機に対応しようと
したのである。
批判社会学はかつてのアメリカのリベラリズ

ムを体現した構造機能主義を批判し、社会構造
的帰結を視野に入れるための新たな社会学の構
想を追求した。また、パーゾンズの規範主義に
対して、社会構造の分析を可能とするための社
会理論的視座の必要性を訴えた｡その一方で、
批判社会学は明示的な規範構築に向かうベクト
ルを欠いていたのだった。それとは逆に、現代
リベラリズムはむしろ、これまでの哲学や倫理
学における没価値性を批判し、現実世界におけ
るリベラリズムの危機に対して積極的な規範の
構築で応答しようとした。他方で、この学術運
動に何ら問題が存在しなかったというわけでは

社会学的規範理論の課題､
第一にわれわれは社会学という学、そしてそ
の歴史の内部における規範的探求の占める位置
を再定式化しなければならない。非常に大づか
みに議論するならば次のようになる。まず、社
会学の歴史はグールドナーが（否定的に）描い
たように､一方で社会の規範的統合の追求の歴
史であった。コントからデュルケム、そして特
定の解釈を施されたウェーバーを経てパーソン
ズヘと連なるこの系譜は、社会的秩序はいかに
して可能になっているか、という「経験的」研
究の歴史であるとともに半ば無自覚的な規範的
探求の歴史でもある。これに対して最終的には
グールドナーの批判社会学へと連なる、もう一
つの社会学の歴史も存在する。それは、理念
よりもその物質的基盤に焦点を当てることによ
り、支配や権力といった問題をより明示的に扱
うことに主眼をおいた社会学の歴史である。そ
れはもちろん､マルクスの社会学の特徴であり、
そしておそらくウェーバー社会学のある部分は
そうであった。グールドナーの批判社会学は規
範の社会構造的帰結を問うという問題視角によ
り、あらためてかかるもう一つの社会学の伝統
への回帰を促す効果をもったともいえる。
いうまでもなく、両方の伝統にウェーバーの

名前を出すことが可能であるという事実から推
察されるように、優れた社会学的研究は当然、
両者の方向性を兼ね備えてはいる。しかしなが
ら、これらの伝統を理論的に統合するだけの洗
練された仕事はまだなされていない。今日の社
会学の状況はどちらかというと、「規範の負の
帰結の暴露」的な方法論に基づく研究の出尽く
した理論的停滞期にあると考えられる。かかる
理論的停滞の一因は、先に指摘した批判社会学
による一階の規範と二階の規範の区別の無視に
存在する。したがって、われわれに与えられた
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ない。それは、批判社会学の運動にみられたよ
うな、自らの定立する規範原則の実効性や社会
構造的帰結の問題に対する着目、社会理論とし
ての視座を欠いていたのである13.
以下で行う提案は、この二つの研究の潮流、

同一の問題状況から出発して異なった仕方で問
題を追求していた二つの研究の潮流をもう一度
合流させることでより理論的に実り多い帰結を
得られるはずだという見込みに基づいている。
その提案とは、現代リベラリズムに対する内在
的検討を遂行し、それとの比較対照に基づいて
社会学的規範理論を構築すべし、との提案であ
る。これはまたブラヴオイの公共社会学に関わ
る最後の論点、つまり社会学的規範理論の固有
性とはどこに存するかという問いに対して解を
与えるための提案でもある】4。
まずは現代リベラリズムの蓄積を参照するこ

との、社会学的研究にとっての意義について議
論したい。その意義は、現代リベラリズムの構
築した「規範的言説空間」が、社会学的研究の
規範的意義を位置づける地図として、つまり
規範的意義の前提供給の機能を果たすことにあ
る。「規範的言説空間」とはわれわれの造語で
あるが、ここでは、思念しうる限りのあらゆる
規範的言説および言説間の関係の可能性の地平
上に、妥当する（と理論家が考える）規範的
言説群とその内的関係を配位した空間のことを
いう。この空間内において社会学は自らの研究
の規範的意義を明示的に定位することが可能に
なる。社会学的研究は、現代リベラリズムの構
築した規範的言説空間を精織化する、あるいは
変更を促すという形式によって自らの研究の意
味を公共的に提示することが可能になるのであ
る。これが具体的には何を意味しているかとい
うことについてはまた後で説明する。
個々の社会学的研究の規範的意義は、原理的

には現代リベラリズムの構築した規範的言説空
間に定位しうる。あるいは、厳密にはリベラリ
ズムの規範命題に変更を促すことも可能なのだ
から定位というよりも接続しうるというべきか
もしれない。しかし実際に接続するためには、
現代リベラリズムの議論を単にそのまま流用す
るだけでは済まず、一定の加工を施さなくては
ならない。つまり現代リベラリズムの識論に対
して社会理論的分析を遂行しなくてはならない
のである（あるいは現代リベラリズムの提示す
る一階の規範を二階の水準から分析する、とい
ってもよい)。どういうことか。現代リベラリ
ズムをはじめおよそすべての規範的議論は、社
会についての一定の事実を前提として何らかの
規範原則を定立している。それは一定の,社会環
境下における人間の行動に関する一般的|知見や
あるいは､法や市場、代議制等々の制度の実際
の作動様式についての命題であったりする。そ
してまた規範的言説の妥当範囲や言説間の含意
関係はこれらの社会学的事実に左右されるはず
である。ところが、かかる社会学的事実の内実
および、その規範的言説との関係については通
常、規範理論家によって明示的かつ体系的に分
析されないままにされている。それらは、不可
視の前提にとどまるのである。確かに、ロール
ズは自らの方法論（反省的均衡）の中に社会に
ついての一般的事実を組み込んでいる。ロール
ズの正義の理論は､社会についての事実を正義
の原則を決定する際に有効な一因子として位置
づけ、正義の原理の選択は原初状態の当事者の
有する社会学的事実についての知識に左右され
る、との理論構造をとる。しかし方法論上はと
もかく実際のロールズの議論において社会につ
いての事実と正義原理との関係はほとんど論じ
られることはないし、議論の組み立てに体系的
にとりこまれてもいない。このような規範理論
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の前提する社会学的事実についての不可視の前
提を、可視化し解明する営みを、ここでは規範
原則の社会理論的分析と呼ぶことにしたい。
現代リベラリズムの社会理論的分析（および

社会学的研究の規範的意義を規範的言説空間へ
定位すること）の例示として、ここでは現代リ
ベラリズムの中立性テーゼの社会理論的分析を
取り上げよう１５．中立性テーゼの具体的意味は
様々であるが､きわめて一般的に規定すれば｢政
府は市民の善き生の構想に対して中立たるべき
だ」という趣旨のテーゼと理解できるだろう。
これは、現代リベラリズムの中核をなす規範命
題であるといってよい。さて、社会理論的分析
の課題は、規範原則の前提する社会学的事実の
解明にある。この場合特に問題になるのは、善
き生の構想という概念がいかなる社会的実在を
前提とした概念なのかということであるが、こ
の点について現代リベラリズムの議論は実はき
わめて不明確である】6.そこで一つの方法とし
て、歴史的文脈からこの問題を解明することが
できるだろう｡ここで詳細に議論できないが、
リベラリストの大半も認めるとおり、この中立
性テーゼの歴史的起源は宗教的自由に存する。
｢いかなる政府といえども人々の宗教的生に対
して中立でなければならない」という類の命題
である。現代リベラリズムの議論は、この特殊
な制度的前提の下で成立する宗教的自由論をき
わめて抽象的な善き生の構想全般の中立性へと
一般化した議論として解釈できる。

ところで、実は現代リベラリズムの規範的議
論に対する社会学的研究の関連性についてのヒ
ントがすでにこの議論の中に潜んでいる。つま
り、リベラリズムの中立性テーゼは善き生の構
想についての暗黙裡の「社会学的」命題（この
場合、宗教的自由の問題は善き生の問題一般と
同様の構造をなしているという社会学的命題）

を前提としているのである。中立性テーゼはこ
の暗黙の社会学的事実についての命題と共作用
することで自らの妥当する範囲を画しているわ
けである。
次に今度はかく明らかにされたリベラリズム

の社会理論的前提に対して異なる社会学的議論
を対置することで、現代リベラリズムの規範的
言説空間に変更を促すことができる。社会学的
規範理論の真骨頂はそこにあるし、またそれに
より社会学的研究の規範的議論に対する含意を
明確化することもできるはずである17･引き続
き中立性テーゼと宗教的自由の関係を引き合い
に出すと、ここでは明らかに宗教（および宗教
的自由）という制度の社会学的意味の問題が関
連しており、これに関して現代リベラリズムと
は異なる社会学理論に立脚することができる。
例えば､宗教的自由は文化と社会共同体の分化
を促進し、市民に対して包摂的シチズンシツプ
を提供する機能を有する、と考えたとする】8。
宗教的自由の社会学的意味をこのように解した
場合、次のステップは、かかる社会学的意味を
手がかりとしてあくまでこの限定下で宗教的自
由の意味を一般化することである。これを限定
的一般化といってもよい。この限定的一般化の
方法では、リベラリズムが善き生の構想として
一括する対象物に対して異なる分割線を引くこ

とになるだろう。例えば、線は宗教・エスニシ
ティ・性的嗜好と「経済的」・「政治的」選好の
間に引かれることになるかもしれない。前者は
包括的シチズンシップの保障に不可欠である一
方、後者はそうでないからである、と考えられ
るからである'9。
まとめると、まず現代リベラリズムに社会理

論的分析を行うことによってその規範原則が前
提とする社会学的事実が解明される。ところが
このことは規範的言説空間内の言説間の配置
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関係が社会学的命題によって（も）規定されて
いることを意味する。この連関を逆にたどるこ
とによって、社会学的研究の規範的意義を規範
的言説空間に定位することができる。直前の議
論はリベラリズムの抽象的議論を文脈化した上
で、かつ異なる社会理論的前提から限定的に一
般化することで別個の規範的命題を導き出す試
みである20．
最後の論点である、社会学的規範理論の固有

性という問題はどのように接近されるべきか。
これについては実は直前の議論でほぼ明らかに
なっている。つまり、社会学的規範理論とは、
制度多元主義の規範理論である。
規範原則の社会理論的分析による背景的制度

および帰結の明確化は、原則の背後に位置する
複数の制度の存在を明らかにすることを含意す
る。単純な例を挙げれば､規範理論の文脈で｢善
き生の構想」や「選好」というかたちで抽象化
された概念を制度的文脈に戻すことで宗教的意
味や経済上の嗜好、政治的信条等々といったか
たちの複数の制度上で意味をもつ異なる概念へ
と分解することができる。したがって、規範原
則の社会理論的分析を重視する社会学的規範理
論は、制度の多元性という現実を重視する理論
なのである。経済学＝市場、政治＝国家云々と
いったブラヴオイの議論も好意的に捉えるなら
ば、既存の理論が制度一元的思考に陥っている
ことへの警告だと理解することも不可能ではな
い２１．社会学的規範理論は複数の制度の分化を
積極的に支持する制度多元主義の規範理論だと
いうことである。
以上からブラヴオイの公共社会学に代替しう
る、社会学的規範理論の研究プログラムを次の
ようにまとめることができる。第一にく社会学
理論の諸学説を再構成し社会学的規範理論に固
有のモメントを抽出すること、第二に、既存の

規範理論の社会理論的前提を明るみに出し批判
的に検討すること、第三に、これらの作業に基
づいて制度の多元性を尊重する制度多元主義の
社会学的規範理論を構築すること、以上である。

注
’ブラヴォイの会長講演が引き起こした熱狂につい

てはK.カルホーンが「特別な出来事」としてリポ
ートしている(Calhoun2005:355)。
2TheBritishJournalofSociology,2005,56(3).

３あるいは「批判社会学｣、以降ではブラヴオイの

議論との整合性を保つため批判社会学という呼称で
統一する。
4本来ならばどのようなかたちで論点を分析的に整

理したのか、論点は三つで尽くされるのかといった
点について議論しなければならないはずであるが、

本稿では紙幅の都合上割愛せざるをえない。代わり
に論点提示の妥当性は提出された論点の生産性によ
って判断されたい。
５ここでブラヴオイが公衆や市民社会とよんでいる

ものが何を意味するかについては後述する。
６ブラヴォイの単純な左派／右派認識が当時におい

ても必ずしも妥当しないことについてはC.カルホ
ーンの記述を参照(Calhoun2005:358-9)。
７本文で取り上げた論者のほかに例えば、U.ベック

(Beck2005)¥D.ヴオーン(Vaughan2005)とい
った論者が「専門」社会学を「政策」／「公共」社

会学と切り離して捉えることに対する疑問を呈して
いる。
８もっとも今後の課題を語る箇所で、「善い公共社

会学と悪い公共社会学を区別する基準を開発する」
必要性、「公共社会学を評価する」(Buravoy2005a:
25）必要性について述べられているので、当論文

における公共社会学の内実を巡る議論の不足につい
ての認識自体は存在するといえよう。
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９グールドナーは「背後仮説」を、社会学的研究に

おいて暗黙に仮定されており明示化されることのな
い、その意味で経験的検証の対象となりがたい、世
界についての仮定のこととし､そのうちの人間と社
会についての仮定を特に領域仮説としている（こ
れについてグールドナーはＭポラニー(Polanyi :
1964）の着想からヒントを得ている)。
'０かかる批判の形式は批判社会学の先駆者として

のミルズの議論を噴矢とする(Millsl959=1965)。
''特に今日のパーソンズ解釈の水準については、

(Foxetal.eds.2005,Gerhardt2002,高城2002,
2003）等を参照するべきである。
'２ここで「事実的に存在する」という限定をつけ

たのは後で議論するグールドナーの誤りと関係して
いるがまずは議論を先に進める。
'３ここでは「現代リベラリズム」を次のような代表

的作品群(Ackermanl980),(Arnesonl990),(Barly
1995),(Dworkinl985,2000),(Kymlickal989)
,(Larmorel996),(Rawlsl971,1996,2001)によ
って輪郭づけることのできる緩やかな規範理論上の
立場とする。

１４拙稿（瀧川2006c)はかかる研究プロジェクト

をより詳細に展開したものである。
１５本稿ではきわめて手短なかたちで議論せざるを

えないが、より詳細な議論に興味がある読者は拙

稿（瀧川2006b)を参照。
16Sher(1997)を参照。
１７もちろん異なる議論の対置ではなく同一の方向

での議論のさらなる精綴化という選択肢を採るこ
ともできる。
１８この宗教的自由の社会学的意味についての見解

は後期パーソンズの近代社会論における宗教の社

会学的分析にみられる(Parsonsl971)。
19以上はあくまでも試案であり、異なった線の引

き方もありうるし、さらに線は複数必要だという
こともありうるだろう。
20現代リベラリズム、とりわけその平等主義の理

論に対してかかる分析を試みたものとして（瀧川
2003,2006a)が挙げられる。
２１もつとも彼の議論は別の意味での一元論、市民

社会一元論に陥ってしまっていることは否めない。
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ExaminingcontroverSiesover'TUl)licsociologW'''
towardaresearchprogramfbrsoCiologicalnormativetheory

乃k股ａw",Hroki

Inthispaperlexaminecontroversiesover"publicsociology"inordertoproposearesearchprogram

fbrsociologicalnormativetheoly.,IPublicsociology"programproposedbyM・Brawoyhassomeseriousfaultsin

termsofitsschemeofdivisionoflaboranditsnormativegrounds・Criticalsociologywhichisantecedentprogram

ofBrawoy'sissuperiorbecauseitdealswiththeproblemaboutthenormativeimplicadonofsociology.

Butitalsofailstoconstructeffectiveresearchprogram.Alternativelylwillproposearesearchprogram,

thatis,institutionalpluralisticsociologicalnormativetheorybasedonthecomparisonwiththeoryofmodern
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